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選挙人名簿登録者数

( 55. 5. 29)

男　212, 702

女　211, 109

計　423, 811

衆議院議員選挙
参議院議員選挙
最高裁・国民審査

一
票
が
く
ら
し
を
守
る
政
治
を
選
ぶ

六
月
二
十
二
日
(
日
)
は
投
票
日
で
す

選
挙
史
上
は
じ
め
て
の
衆
議
院
議
員

、
参
議
院
議
員

の
同
日
選
挙
、か
行
わ
れ
ま
す
。政
治
を
見
直
し
、国
民

の
声
を
政
治
に
生
か
す
こ
の
機
会
を
、
意
義
の
あ
る

も
の
と
す
る
た
め
、
き
れ
い
な
選
挙
で
今
後
の
日
本

と
歩
む
国
会
議
員
を
選
ぶ
選
挙
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

今
同
は
、
四
稲
類
の
投
票
で
す
。
衆
議

院
議
日
選
挙
東
京
都
第
卜
区
(
足
巾・
、
葛

飾
、
江
戸
川
区
)
。
参
議
院
(
東
京
都
選

小
・
全
国
選
出
)
議
員
選
挙
、
最
高
裁
刈

所
裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
は
六
月
二
十

匸
川
に
行
わ
。れ
ま
す
。

今
回
選
挙
す
べ
き
人
数
は
衆
議
院
議
員

選
挙
(
第
十
区
)
五
人
、
参
議
院
(
東
京

都
選
出
)
議
員
選
挙
四
人
、
参
議
院
(
全

岡
選
出
)
議
員
選
挙
五
十
人
で
す
。

国
政
選
挙
で
あ
る
衆
・
参
両
院
選
挙
は

国
内
・
外
の
問
題
を
問
わ
ず
、
私
た
ち
の

生
活
に
直
接
彫
響
を
及
ぼ
す
重
・要
な
選
挙

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
投
票
参
加
の

状
況
は
そ
れ
程
高
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

特
に
、
参
議
院
議
n
選
挙
は
他
の
選
挙
に

比
べ
て
低
調
で
す
。
衆
議
院
議
員
選
挙
に

お
い
て
も
、
こ
こ
三
同
は
低
率
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。

足
立
区
で
は
、
前
回
の
第
三
十
五
回
衆

議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
雨
天
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
投
票
率
が
五
十
%
と
、
二

人
に
一
人
が
棄
権
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

有
権
者
数
に
す
る
と
二
十
一
万
人
近
く
の

人
が
棄
権
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
年
は
、
普
通
選
挙
法
が
施
行
さ
れ
て

瓦
t
五
年
、
婦
人
参
政
権
を
え
た
戦
後
の

法
改
正
以
来
三
十
E
年
目
に
あ
た
り
ま

す
。
こ
の
閧
、
民
主
政
治
の
柱
と
し
て
の

選
挙
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
努
力
が
興
や

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
こ
そ
、
衆
・
参
両
院

同
日
選
挙
と
い
う
願
っ
て
も
な
い
国
政
参

加
の
機
会
を
き
れ
い
な
選
挙
で
、
積
極
的

に
投
票
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
方

投
票
で
き
る
人
は
、
選
挙
権
が
あ
り
、

足
立
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方
(
下
表
)
で
す
。

足
立
区
内
で
転
居
し
た
方

昭
和
五
十
五
年
五
月
十
五
日
ま
で
に
転

居
届
を
出
張
所
に
出
し
た
方
は
、
新
住
所

地
の
投
票
所
で
投
票
し
ま
す
。

五
月
十
六
日
以
降
転
居
届
を
し
た
方
は
、

元
の
住
所
地
の
投
票
所
で
投
票
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

足
立
区
に
転
入
し
た
方

す
で
に
他
区
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
昭
和
五
十
五
年

二
月
二
十
二
日
以
降
転
入
し
、
二
月
二
十

八
日
ま
で
に
転
入
届
を
し
な
い
た
め
、
足

立
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
な
い
方

は
、元
の
住
所
地
で
投
票
で
き
ま
す
。
電

話
な
ど
で
選
挙
管
理
委
員
会
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

足
立
区
か
ら
転
出
し
た
方

足
立
区
の
選
挙
人
名
簿
に
す
で
に
登
録

さ
れ
て
い
る
方
で
昭
和
五
十
五
年
二
月
二

十
二
日
以
降
に
他
区
市
町
村
に
転
出
し
、

新
住
所
地
で
登
録
さ
れ
な
い
方
は
足
立
区

で
投
票
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
入
場
整
理

券
は
郵
送
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
接

元
の
投
票
所
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
不
在
者
投
票
も
で
き
ま
す
。

代

理

投

票

1
な
ど
不
自
由
な
方
で
、
ご
自
分
で
は

投
票
で
き
な
い
方
は
、
係
員
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
代
理
投
票
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
身
体
が
不
自
由
な
方
は
、
各
投

票
所
に
車
椅
子
が
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の

で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
民
審
査

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
い

て
は
、
四
名
の
裁
判
官
の
氏
名
が
投
票
用

紙
に
町・刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎
や
め
さ
せ
た
い
と
思
う
漱
判
官
に
は
、

そ
の
名
前
の
上
の
欄
に
×
を
書
い
て
く

だ
さ
い

◎
や
め
さ
せ
な
く
て
も
よ
い
と
思
う
裁
判

官
に
は
、
何
も
書
か
な
い
で
く
だ
さ
い

◎
×
以
外
の
こ
と
を
書
く
と
無
効
に
な
り

ま
す

◎
投
票
し
な
い
方
は
、
投
票
用
紙
を
受
け

取
ら
な
い
で
く
だ
さ
い

◎
投
票
用
紙
を
受
け
取
っ
て
も
や
め
さ
せ

る
か
、
や
め
さ
せ
な
い
か
を
決
め
ら
れ

な
い
方
は
、
投
票
箱
に
入
れ
な
い
で
係

員
に
返
し
て
く
だ
さ
い

足
立
区
で
投
票
で
き
る
人

新
た
に
登
録
さ
れ
る
人

↓

日
本
国
民
で
あ
る
こ
と

↓

満
年
齢
2
0年
以
上
の
人

昭
和
3
5
年
6
月
2
3
日
ま
で
に
出
牛

↓

昭
和
3
4年
9
月
3

日
か
ら
昭
和
3
5年
6

月
2
3日
ま
で
に

出
生
し
た
人

↓

昭
和
5
4
年
6

月
2

日
か
ら
昭
和
5
5
年
2

月
2
8
日
ま
で
に

住
民
票
を
作
成

(
転
入
の
場
合
は

届
出
)

し
た
人

す
で
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

↓

日
本
国
民
で
あ
る
こ
と

↓

満
年
齢
2
0年
以
上
の
人

昭
和
3
5年
6
月
2
3日
ま
で
に
出
生

↓

昭
和
5
5年
2
月
2
2日
以
降
に
転

出
し
た
人

(
昭
和
5
5
年
2
月
2
1
日
以
前

に
転
出
し
た
人
は
、
選
挙

人
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
ま

す
の
で
投
票
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
)

↓

↓

昭
和
5
5
年
5
月
2
8
日
ま
で
足
立
区

に
住
ん
で
い
た
人↓

↓

足
立
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

↓

6
月
2
2日
に
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

投
票
の
順
序

投
票
時
間
は
、
午
前
七
時
か
ら
午
後

六
時
ま
で
で
す
。
今
回
は
、
四
つ
の
投

票
で
す
の
で
投
票
所
の
閉
鎖
ま
ぎ
わ

は
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

入
場
整
理
券
を
持
参
し
、
名
簿
対
照

係
に
差
し
出
す
。

衆
議
院
議
員
選
挙
(
う
す
緑
色
)
と

国
民
審
査
(
桃
色
)
の
投
票
用
紙
を
同

時
に
受
け
取
り
投
票
し
ま
す
。

衆
議
院
議
員
選
挙

投
票
箱

最
高
裁
判
所
裁
判
官

国
民
審
査

投
票
箱

↓

参
議
院
(

東
京
都
選
出
)

議
員
選
挙

(う
す
黄
色
)

の
投
票
用
紙
を
受
け
取

り
投
票
し
ま
す
。

参
議
院
(
東
京
都
選

出
)
議
員
選
挙

投
票
箱

↓

最
後
に
、
参
議
院
(
全
国
選
出
)
議

員
選
挙
(
白
色
)
の
投
票
用
紙
を
受
け

取
り
投
票
し
ま
す
。

参
議
院
(
全
国
選
出
)

議
員
選
挙投

票
箱
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投
票
日
に
は
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う

政治の主役は私たちなのです

不
在
者
投
票

投票日当日
、上記の理由により投

票所へ行けない方は
、前もって不
在

者投票をすることができます
。

不在者投票の
方法

▽区役所の選挙管理委員会で
、宜誓

書兼請求書に理由等を記入してく

ださい
。その場で投票できます
。

その際
、印鑑
(認め印
)と入場整

理券
(郵送されている場合
)をお

持ちください

▽旅行や仕事などで遠隔地に滞在し

ている方で
、郵便で選挙管理委員

会に請求した方は
、こちらから郵

送した投票用紙在巾の封筒をその

まま持って
、最寄りの市や町の選

挙管理委目会で投票してください

▽病院や老人ホ
ームなどに入院
(園
)

中の方で
、その施設が不
在者投票

のできる指定病院
(老人ホーム
)

になっていれば
、そこで投票する

ことができます
。病院や老人ホ
ー

ムにお尋ねください

在
鴦
兪
奥
谷
票

からだの不自由な方のうち
、次の

事由に該当する方に限って
、家にい

たまま郵便で投票できます
。

対象者
▽身体障害者手帳をお持ちの方で
、

両下肢または体幹の障害が一
級ま

たは二
級の方
。心臓
、じん臓また

は呼吸器の障害か一
級または三級

の方
▽戦傷病者手帳をお持ちの方で
、障

害の程度が前記に準じる方

郵便投票の方法

▽郵便投票証明書をお持ちでない方

郵便投票をするには
、郵便投票証

明書が必要です
。郵便投票証明書を

お持ちでない方は
、お早めに選挙管

理委員会にご連絡ください
。

▽郵便投票証明書をお持ちの方

投票用紙を請求してください
。投

票用紙の請求締切り日は
、六月十八

日
(水
)午後五時までです
。選挙管

理委員会から送っ
た投票用紙の請求

書に
、必要事項を本人が記入し郵送

してください
。

入
場
整
理
券

入場整理券は
、六月十一
日頃発送

します
。郵便事情の都合で
、三
、四

日かかるところもありますので
ご了

承ください
。

また
、万一
紛失した方
、届かなか

った方も
、投票資格があれば当然投

票ができますので
、投票当日
、投票

所の調査係まで申し出てください
。

明
る

い
選

挙
選挙に直接かかわる
、かかわらな

いを問わず
、候補者等からの
金品
、

物品の寄付を受けるこ
とは禁止され

ています
。主権者である有権者の多

くの方の参加で
、明
るくきれいな選

挙を実現しまし
″う
。

◎選挙に関してのお問い合わせは
、

足立区選挙管理委員会事務局
(区役

所三階
)へどうぞ
。

不在者投票のできる理由
①投票区域外で仕事に従事中の方
②結婚式・法事などで旅行中の方
③出産や病気などで歩行が困難な方
④転出者で、足立区の選挙人名簿に登録されている方
不在者投票受付日時および場所

受付期限　6月21H(上)まで
(ただし
、国民審杏は6月12日からです)

受付時間　午前8時30分～午後5時(土曜・日曜日も同じ)
受付場所　足立区選挙管理委員会事務J。5(足立区役所3階)

き
れい

な 選 挙
で

明るい日本

公営による選挙運動

国政選挙においては
、公費を支出

し
、管理する多くの公営の選挙運動

が認められています
。

選挙
(審査
)公報

今回の選挙
(審査
)の公報は円和

類で
、六月十七日
(火
)の朝刊に新

聞折込みします
。折込みをする新聞

は
、朝日
、サンケイ
、東京
、日経
、

毎日
、読売の各新聞です
。

なお
、区内公共施設や駅等にも備

えて陞きますので
、ご利用ください
。

立
会
演
説
会

区内において
は
、衆議院議員選挙

について
は三回行われます
。

参議院
(東京都選出
)議員選挙に

ついては六月五日
、産業振興館で一

回行われています
。

衆議院議員選挙東京都第十区

▽六月十日
(火
)・・・文化会館
(中央

本町一
-一
七『
-一
』

▽六月十四冂
(土
)・・・区立興木小学

校
(扇三
1二二
-一
)

▽六月十六日
(月
)・:産業振興館
(区

役所となり
)

※なお
、開催時閥はいずれも
、六時

三十分からです
。

ポスター掲示場

衆議院議員選挙東京都第十区
、参

議院
(東京都選出
)議員選挙におい

て
は
、法令の定めにより公営のポス

ター掲示場が
、それぞれ五百三か所

設置されています
。候補者は指定の

場所以外には掲示できません
。

また
。参議院
(全国選出
)議員選挙

においては
、掲示場は設置されませ

んので
、各家庭の居住者または管理

者の承諾をえて掲示することになり

ます
。ただし
、地方公共団体
、国鉄

等か所有したり
、管理している施設

には掲示できません
。

経
歴
・
政
見
放
送

衆議院議員選挙において経歴放送

は
、一
候補者あたり一
回につき三十

秒以内
、テレビで二回
、ラジオでは

おおむね十二回行われ
、政見放送は

一
候補者あたり一
回につ
き五分三十

秒以内
、テレビで二回
、ラジオでは

四回行われます
。

参議院
(東京都選出
)議員選挙に

おいて
は
、テレ
ビニ
回
、ラジオでは

四回の経歴および政見放送が行われ

ます
。

寄付は贈らない　求めない　受けとらない
〇 団体 旅 行 な ど に差 し入 れ

す るこ と

〇 出 産祝 い や 、
入 学 ・卒 業

・就職祝いに、お金や品物を贈ること ○ 結婚式で祝儀を贈ること
〇開店 祝 い や 、
落 成 弍 に花 輪
を 贈 る こ と

○ お祭 町の時正、お金を寄付
したりお酒を届けること ○ お中元やお歳暮を贈ること ○ お葬式に香彝や花輪・佻花を贈ること

〇忘年会や新年会に、お金
や飲食物を届けること

TO. N　237, 000


